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○ 近年の水災害による甚大な被害を受け、施設能力を超過する洪水が発生するものへと 意識を改
革し、氾濫に備える、「水防災意識社会」の再構築を進めてきた。

○ 今後、この取組をさらに一歩進め、気候変動の影響や社会状況の変化など を踏まえ、あらゆる関

係者が協働して流域全体で対応する「流域治水」へ転換。

流
域
治
水

治水対策
を転換

防災・減災が主流となる社会

「水防災意識社会」
の再構築

気候変動社会動
向の変化

（人口減少・Society5.0など）

治水安全度の早期向上を目
指した治水対策の実施

河川、下水道、砂防、海岸等
の管理者主体で河川区域や氾濫
域において対策を実施。

河川区域等が中心の各管理者に
よる対策

国・都道府県・市町村、企業・ 住
民など流域全体のあらゆる関係者
により、河川区域や氾濫域、集水
域等流域全体で対策を実施。

「流域治水」への転換

あらゆる関係者・場所における対策

治
水
計
画

気候変動による影響等を考慮した計
画の見直し

近年の激甚化・頻発化する水災害
を踏まえ、気候変動の影響を考慮
した河川整備基本方針・河川整備
計画の見直しを行う。

これまでの水災害対策では治水
安全度の早期向上に限界がある
ことが課題。 従

来
の
治
水



県 ：都道府県
市 ：市町村
[ ]：想定される対策実施主体

土地のリスク情報の充実
[国・県]
水害リスク情報の空白地帯解消、
多段型水害リスク情報を発信

避難体制を強化する
[国・県・市]
長期予測の技術開発、
リアルタイム浸水・決壊把握

経済被害の最小化
[企業、住民]
工場や建築物の浸水対策、
BCPの策定

住まい方の工夫
[企業、住民]
不動産取引時の水害リスク情報
提供、金融商品を通じた浸水対
策の促進

被災自治体の支援体制充実
[国・企業]
官民連携によるTEC-FORCEの
体制強化

氾濫水を早く排除する
[国・県・市等]
排水門等の整備、排水強化

○ 気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、河川の流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で行う治水対策、「流
域治水」へ転換。

○ 治水計画を「気候変動による降雨量の増加などを考慮したもの」に見直し、集水域と河川区域のみならず、氾濫域も含めて
一つの流域として捉え、地域の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策、②被害対象を減少させるための対策、
③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で多層的に進める。

集水域

流水の貯留
[国・県・市・利水者]
治水ダムの建設・再生、
利水ダム等において貯留水を
事前に放流し洪水調節に活用

[国・県・市]
土地利用と一体となった遊水
機能の向上

持続可能な河道の流下能力の
維持・向上
[国・県・市]
河床掘削、引堤、砂防堰堤、
雨水排水施設等の整備

氾濫水を減らす
[国・県]
「粘り強い堤防」を目指した
堤防強化等

雨水貯留機能の拡大
[県・市、企業、住民]
雨水貯留浸透施設の整備、
ため池等の治水利用

浸水範囲を減らす
[国・県・市]
二線堤の整備、
自然堤防の保全

リスクの低いエリアへ誘導／
住まい方の工夫

[県・市、企業、住民]
土地利用規制、誘導、移転促進、
不動産取引時の水害リスク情報提供、
金融による誘導の検討

河川区域

氾濫域 氾濫域

②被害対象を減少させるための対策①氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策

③被害の軽減、早期復旧・
復興のための対策

「流域治水」の施策のイメージ



あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」のイメージ

森林整備・治山対策
（林野庁）

水田貯留
（農水省）

ため池等の活用
（農水省）

雨水貯留浸透機能の向上
（財務省・国交省）

バックウォータ―対策
（国交省）

排水機場の整備
（農水省・国交省）

リスクが低い
地域への移転
（国交省）

学校・スポーツ
施設の浸水対策

（文科省）

海岸保全施設の整備（農水省・水産庁・国交省）

雨水貯留・排水
施設の整備
（国交省）

水災害リスク情報
の充実・提供
（国交省）

遊水地整備
（国交省）

河道掘削
（国交省）

治水ダムの建設・再生
（国交省）利水ダムの活用

（厚労省・農水省・
経産省・エネ庁・
国交省・気象庁）

集水域

河川区域

氾濫域

リスクの高い地域

気候変動の将来予測（
文科省・気象庁）

バイオマス発電等利活用
（国交省・環境省）

水防体制の強化
（消防庁・国交省）

交通ネットワークの確保
（国交省）

企業BCP策定支援
（経産省・国交省）

安全な避難先の確保
（内閣府・厚労省・
文科省・国交省）

防災教育の推進
（文科省・国交省・

気象庁）

グリーンインフラの活用
（農水省・国交省・環境省）

水害リスク補償の
安定的な供給
（金融庁）

氾濫域

○ 流域全体のあらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の着実な推進に向け、関係府省庁の連携策も含め各府省
庁が展開する流域治水対策について、今後の進め方や目標について集約した「流域治水推進行動計画」を作成。

○ 「気候変動の影響を踏まえた治水計画や設計基準類の見直し」「流域全体を俯瞰した総合的かつ多層的な対策」「事
前防災対策の加速」「防災・減災が主流となる社会に向けた仕組みづくり」により、流域治水を推進する。

流域治水推進行動計画

（１）気候変動の影響を踏まえた治水計画や設計基準類の見直し

・河川整備基本方針、河川整備計画等の計画の見直し
・気候変動予測モデルの高度化

（２）流域全体を俯瞰した総合的かつ多層的な対策

①ハザードへの対応
・河川堤防、下水道による雨水貯留・排水施設、砂防関係、海岸保全

施設の整備、治水ダム建設・再生
・利水ダムを含む既存ダムの洪水調節機能の強化
・流域の雨水貯留浸透機能の向上 ・戦略的な維持管理
②暴露への対応
・リスクの高い区域における土地利用・住まい方の工夫
・まちづくりや住まい方の工夫に必要な土地の水害リスク情報の充実
③脆弱性への対応
・水災害リスク情報の充実・提供 ・避難体制の強化
・避難行動を促すための情報・伝え方 ・安全な避難先の確保
・広域避難体制の構築 ・経済被害の軽減
・金融・保険業界に対する水害の回避・被害軽減のための情報提供
・関係者と連携した早期復旧・復興の体制強化

（３）事前防災対策の加速

・流域治水プロジェクト等による事前防災対策の加速化
・防災まちづくりに取り組む地方公共団体を支援
・農業水利施設の新技術の活用による防災

（４）防災・減災が主流となる社会に向けた仕組みづくり

・防災・減災の日常化
・規制手法や誘導的手法を用いた「流域治水」の推進
・経済的インセンティブによる「流域治水」の推進
・流域治水の調整を行う場の設置 ・グリーンインフラの活用

避難体制の強化
（文科省・国交省・
気象庁・環境省）

森林整備・治山対策
砂防関係施設の整備
（林野庁・国交省）

流域治水推進行動計画



千代川
天神川日野川斐伊川

江の川

佐波川 小瀬川

太田川 芦田川

高梁川

旭川
吉井川

高津川

太田川 立地適正化計画の作成・運用

佐波川 災害復旧拠点の整備

江の川 堤防整備

○中国地方の一級水系全13水系で流域治水プロジェクトを策定・公表しました。
○プロジェクトには、H30.7豪雨対応の高梁川水系における真備緊急治水対策プロジェクト（ハード，ソフト）の推進、芦田川水系及び江の川水系での内水対
策に向けた雨水貯留施設の整備等の再度災害防止対策や、まちづくり面からの太田川水系における立地適正化計画の策定、天神川水系における霞堤の保
全・有効活用等、また避難拠点として佐波川水系における災害復旧施設の建設などが位置付けられています。

○これらの実現に向け、集水域から氾濫域にわたる流域のあらゆる関係者で水災害対策を推進します。

中国地方の13の一級水系で「流域治水」による水災害対策を推進

各水系の流域治水プロジェクト〔主な取組内容（イメージ）〕

凡例:
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
被害対象を減少させるための対策
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

災害リスクを考慮した計画策定およびリスクの低い
地域への居住誘導等（広島市、府中町）

災害復旧拠点となる山口市新徳地総合支所ｲﾒｰｼﾞ図

▽H.W.L

＜堤防整備イメージ＞ 堤防整備

江の川

※イメージ

芦田川 雨水貯留施設の整備

令和3年3月末時点の取り組み内容であり、今後変更されることがあります。

雨水貯留施設の整備事例（福山市蔵王町）

高梁川 真備緊急治水対策プロジェクト

ハード:小田川合流点付替え

全市立小学校で逃げキッドを教材に採用【倉敷市】
※西日本初の取組

ソフト:マイ・タイムライン等による防災教育

南山掘削の状況

高
梁
川→

南山

撮影：R3.2.9

柳井原貯水池

江の川 雨水貯留施設の整備
整備イメージ（三次市 畠敷・願万寺地区）

天神川 霞堤背後地の土地利用規制・誘導







特定都市河川浸水被害対策法の概要

貯留機能保全区域
の指定

下水道の整備

排水ポンプの
運転調整

保全調整池
の指定

移転等の促進
（治水とまちづくりの連携）

雨水貯留浸透施設
の整備（校庭貯留）

雨水浸透阻害
行為の許可等

他の地方公共団体の負担

宅地内の排水設備に
貯留浸透機能を付加

浸水被害防止区域
の指定

河川の整備

○ 浸水被害対策の総合的な推進のための流域水害対策計画（河川管理者、下水道管理者、都道府県

知事、市町村長が共同）の策定、河川管理者等による施設整備の加速化、地方公共団体や民間事
業者等による雨水貯留浸透施設の整備、雨水の流出を抑制するための規制、水害リスクを踏まえた
まちづくり・住まいづくり等、流域一体となった浸水被害の防止のための対策を推進

河川管理者による
雨水貯留浸透施設

の整備

雨水貯留浸透施設
の整備（公園貯留）

民間事業者等による
雨水貯留浸透施設

の整備
都市計画法の
開発の原則禁止

建築の許可



特定都市河川の指定等の状況（令和５年10月１日時点）

【凡例】
◇ ： 法改正前 指定済み特定都市河川
◆ ： 法改正後 指定済み特定都市河川

下線 ： 特定都市河川等指定検討河川

★はロードマップを公表している河川
※は「流域治水関連法の活用」を検討中の河川

○「流域治水」の本格的な実践に向けて、令和３年１１月１日に全面施行された
流域治水関連法※の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法に基づき、
特定都市河川の指定を全国の河川に拡大
※特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和３年法律第31号）

○流域治水関連法施行後全国初の指定となる大和川水系大和川等をはじめ、
１８水系２５３河川が指定されている（法改正前：８水系６４河川、法改正後：１０水系１８９河川）

白地図（国土地理院）を加工して作成
水系が記載された河川は水系内の指定対象について検討中（図は本川直轄区間のみ表示）

◆千歳川豊平川★

◆吉田川

◆高城川

梯川★

多田川★

◇境川
◇引地川

◇鶴見川

◇境川

◇寝屋川

◆大和川

◇巴川日下川★

釈迦堂川★

谷田川

逢瀬川

休泊川★

◇猿渡川

中川・綾瀬川

岩木川水系
馬淵川★

由良川水系★

◆六角川

◆江の川

◆中村川
◆波瀬川
◆赤川◆都谷川

◇一宮川
大分川★

半造川★

祝子川★

荒川水系※

（烏川・春木山大沢川流域）

石子沢川★

太田川水系

緑川水系 黒沢川★

加古川水系★

◆本川

遠賀川水系

◇新川

羽月川★

隈之城川★

甲突川★
串良川★

大淀川★

稲荷川★新川★

繁根木川★



「流域治水」の本格的な実践に向けた江の川水系江の川等の特定都市河川への指定

•江の川・馬洗川・西城川の３川が合流し、
人口資産が集積する三次盆地を形成
•上流沿川は主に農地が多く集落が点在

凡例
：0    ～100m
：100～200m
：200～500m
：500m以上
：県境
：流域界

河道等の整備のみでは早期の浸水被害解消が困難であり、
特定都市河川の指定により、「流域治水」を本格的に実践

近年の水害、気候変動による激甚化・頻発化を踏まえた「流域治水」の取組強化江の川上流部（広島県）の特徴

法的枠組み（特定都市河川制度）を活用した「流域治水」の本格的実践•上流部では、R3.8豪雨により支川合流部等で甚大な被害が発生
•中下流部(島根県域)まで狭窄部地形が続き、狭窄部の解消は困難、
上下流バランスを踏まえ下流に影響を及ぼす整備には⾧期間を要する

江の川（粟屋地点上流）
特定都市河川の指定
R4.7.25 指定 江の川

西城川
馬洗川

江の川

三次市街地

R3.3 江の川水系 流域治水プロジェクト策定・公表

R3.8 前線性豪雨により、江の川支川多治比川の
決壊や内水を含め、浸水30箇所、浸水戸数
603戸の甚大な被害が発生
(上流部ではH30,R2にも浸水被害が発生)

R3.11 改正特定都市河川浸水被害対策法の施行
（特定都市河川を全国の河川に拡大）

R4.3 特定都市河川指定に向けて関係者間で合意

山地
農地
宅地

83.4%

13.5% 3.1%

江の川流域 (粟屋地点上流)
土地利用状況（H28）

粟屋地点

R3.8豪雨
多治比川
吉田地区の
浸水状況

床上 床下
105戸 126戸

江の川上流
沿川自治体と
国土交通省・
広島県との

意見交換会（
R4.2.16）

【流域治水対策の方針】

○支川合流部や狭窄部等の水害リスクの高い地域を有する地形特性を踏まえ、
①流出抑制対策やまちづくりと一体となった河川整備・内水対策を集中的に実施
②流域の貯留機能を最大限に保全・活用
等により、特定都市河川流域全体の取組により、安全度を早期に向上させる

② 流域の貯留機能を最大限に保全・活用
・開口部等の貯留機能を発揮している土地を保全
・水田に降った雨をゆっくりと排水する「田んぼダム」を推進
・流域内の既存ため池の治水活用を検討 等

① 流出抑制対策やまちづくりと一体となった河川整備・内水対策を集中的に実施
・安芸高田市中心部を流れる多治比川等において、
開発等に伴う流出の抑制や土地利用規制等とあわせて
実施するハード整備への予算を重点化

特定都市河川流域で活用できる
法的枠組み・予算・税制等

特定都市河川浸水被害対策推進事業等の活用

開発等に伴う流出増への対策の義務化
（雨水浸透阻害行為の許可）

リスクの低い地域への居住誘導・住まい方の工夫
（浸水被害防止区域の指定）

貯留機能を有する土地への盛土等に対する勧告等
（貯留機能保全区域の指定、指定した土地の減税）

雨水貯留浸透施設に対する補助率嵩上げ・減税
（補助率1/3→1/2,固定資産税1/6~1/2に軽減）

令和４年度「田んぼダム」実証調査エリア
（安芸高田市吉田町可愛地区）

江の川

吉田町
可愛地区

取組イメージ

江の川・多治比川合流部
（安芸高田市吉田地区）

江の川

多治比川

築堤掘削

護岸

断面イメージ
HWL

日本海

ため池

江の川

ため池治水利用モデル地区
（三次市）

N

河川区間:江の川水系江の川他 計43河川
流域面積:670㎞2（三次市、安芸高田市、北広島町、広島市の各一部）

あ わ や

：特定都市河川（国管理区間）
：特定都市河川（県管理区間）
：特定都市河川流域
：行政界
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